
　

【方針】
試験研究炉は発電用原子炉と異なり、設置目的及び規模が多様であり炉の特徴を踏まえる必要があることから｢潜在的な影響｣

に着目して耐震上重要な原子炉の分類を行う。

耐震上重要な原子炉については、検討対象とする設備・機器等の選定を行い、基準地震動Ｓｓによる耐震評価を実施する。

　

【対象となる炉の選定】
①停止機能、冷却機能、閉じ込め機能の全てが失われた状態を想定する。

②燃料棒中の気体状の放射性物質の全量放出を想定する。または、停止

機能喪失時の影響を評価し、燃料破損が想定されるときは燃料状態に

応じて放出量を設定する。

③気象条件、拡散条件及び被ばく評価条件は事故評価の条件を使用する。

　　

超える 超えない

【対象となる設備・機器等の選定】
　　　

※1)本フローは＜停止機能→冷却機能→閉じ込め機能＞の順番で

 検討しているが、順番を変更した場合も評価すること。

2)冷却機能及び閉じ込め機能については、地震以外の原因による

　   事故状態も想定して冷却機能又は閉じ込め機能の必要性を検討し

 耐震評価の必要性を判断すること。

超えない 超える

検討対象設備・機器等の追加

　 　

超える

超えない 　

　 　

検討対象設備・機器等の追加

 

超える

　 超えない  

　 　

－対象となる炉及び設備・機器等の選定までー

潜在的な影響の算定

基準値を超えるか

潜在的な影響の算定

停止機能は維持されると仮定する

基準値を超えるか

耐震上重要な原子炉である 耐震上重要な原子炉でない

耐震評価必要 耐震評価不要

（対象となる炉が選定される）

停止機能、冷却機能
及び閉じ込め機能の
耐震評価の実施

潜在的な影響の算定

終了

終了

停止機能及び冷却機能
の耐震評価の実施

終了

（閉じ込め機能は
耐震評価不要）

資料３－２－２

基準値を超えるか

冷却機能の一部は維持されると仮定する

閉じ込め機能の一部は維持されると仮定する

潜在的な影響の算定

基準値を超えるか

耐震評価の進め方(案)

（冷却機能及び閉じ込め機能
は耐震評価不要）

停止機能の耐震評価
の実施


